
 

 

 

 

特定放射性廃棄物の最終処分の取組見直しに向

けた国民からの御意見 

（平成２５年７月９日～平成２５年８月６日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個人情報等を除き原文を掲載しております。 

  

参考資料２ 



 

○年齢：３０代 

○性別：男性 

○職業：非常勤職員 

○都道府県：千葉県 

○御意見及びその理由 

使用済み核燃料の危険性と、無害になるまでに途方も無い時間がかかることは、経

産省の方々は重々承知のことと思いますので省きます。 

 

私は 30 代ですが、今まで核廃棄物の処理法や処理場所を決めることもなく原発使用

を決め、廃棄物を積み上げてきたことに、政府・官僚・電力会社の倫理観や責任感の

欠如を感じずにはいられません。 

 

少なくとも、核廃棄物の恐ろしさを全国民に徹底し、処理法・処理場所などを国民的

議論で決めた上で、原発を使用していくのか決めるのが筋だったのではないでしょう

か。 

 

これから先を生きる世代に対してとてつもない背徳だと思います。 

 

現状で途方もない量の核廃棄物が存在しているのは変えられない現実ですし、過去

のことを言っても変わりません。 

 

これからどうしていくかを前向きに考えていくほかありません。 

 

福島原発の事故が起き、原発の危険性は国民の知るところとなりましたが、核廃棄

物の恐ろしさに関しては未だ知れ渡ってはいません。 

 

しかしながら、最終処分場を決めるとなると、地元の大きな反対が起こるであろうこと

は容易に想像されます。 

 

少なくとも、現在国民が居住しているところに作るのを不可能と考えるのが現実的で

しょう。 



 

 

最終処分場を現在国民が住んでいないところに作るとなると、選択肢としてはひとつ

しかありません。 

 

択捉島です。 

 

ロシアとの経済協力を前提に、国後・歯舞・色丹を返還してもらうように交渉します。 

 

一番大きく、安定した地盤も見込める択捉島を、ロシアと共同管理を行うようにしま

す。 

 

その択捉島に、ロシアと共同で核廃棄物の最終処分場を作ります。 

 

日本としては本土から距離があり、また国民の反対が起きにくいというメリットがあり

ます。 

 

ロシアとしても、本土から離れており日本の技術協力も得られるというメリットがありま

す。 

 

双方にメリットが有り、領土交渉を含めて解決できるのではないでしょうか。 

 

経産省・外務省ともども力を合わせて交渉に乗り出して欲しいと思います。 

  



 

○年齢：６０代 

○性別：男性 

○職業：会社員 

○都道府県：神奈川県 

○御意見及びその理由 

意見； 

放射性廃棄物の処分について以下の議論、見直しが必要だと思います。 

①サイト選定と研究・サイト調査・建設・操業・閉鎖の主体の見直し 

②処分実施主体の独立性（将来課題） 

③処分実施主体の統合（将来課題） 

④処分実施主体と研究機関の役割整理・統合（将来課題） 

⑤放射性廃棄物管理政策の検討のためのナショナルインベントリの管理と将来予測 

 

理由； 

放射性廃棄物は既に発生しており、処分はどのような燃料サイクル政策、発電計

画をとることになろうが避けてとおれない課題です。発電所廃棄物については事業化

していますが、研究施設等廃棄物や地層処分廃棄物については目途がたっていませ

ん。また、処分事業は長期であり発電が終了した後も継続していくためには長期にわ

たり資源（人的・財務的）の確保、維持が必要です。 

これらを踏まえると、以下の議論、見直しが必要だと思います。 

①英国、仏国等ではサイト選定に躓いた結果、サイト選定プロセスの透明化、段階化

へと制度の見直しを行い、国が選定の主体になって進めています。処分場は国全

体の課題ですので、国が主体的に責任を持って国民に働きかけないと難しいと思

います。フランスのように、サイト選定は国が行う、候補地の調査、評価は国の付

託を受けて実施主体が行う、その結果の評価と候補地の選択は国が行う、という

分担などを参考に、国が全面に出た取り組みを進めることがよいと思います。 

②処分は、どのような燃料サイクル政策、発電計画をとることになろうが、避けてとお

れない課題です。したがって、サイクル政策の変化、廃棄物発生者の事業環境の

変化などの影響を受けないで、継続的、安定的な事業活動を行えるようにしていく

必要があります。設立当初の人的資源は廃棄物発生者、研究機関等から持ってく

ることが必要ですが、徐々に自前の人材を確保、育成し、技術的、経営的に独立し



 

ていく必要があります。このことは、国民への事業の透明化、信頼性向上にも寄与

すると思います。 

③現在は 3つの処分実施主体に分かれて事業を推進しています。それは様々な経緯

が廃県にあってのことと思います。しかしながら、前述のとおり処分事業は長期で

あり発電などの事業が終了しても継続していかなければならない事業です。このた

め、処分実施主体を将来的に統合することが、資源の共有、確保、育成を容易にし

ます。また、安全やリスク管理に係る情報の共有と安全性の向上を図ることも円滑、

効率的に行えることが期待できると思います。 

④研究機関で実施している研究は、その研究が進展し事業化段階に進むタイミング

で、成果と人材を併せて実施主体に移転することが効率的であり、人的資源の確

保にも寄与します。また、調査段階から事業段階へと処分場開発が進んでいくこと

に合わせて、研究機関の役割の整理を行い、あるいは実施主体への統合を図るこ

とが実施体制の強化にもつながると思います。 

⑤IAEA も提唱し各国で実施しているように、どのような放射性廃棄物が国のどこに、

どれだけ存在するかを一元管理するナショナルインベントリを構築、維持、管理す

ることが必要だと思います。また、それにもとづいて不確実性を考慮した将来の発

生量予測を行うことによって、適切な時期に適切な処置が行えるよう、放射性廃棄

物管理政策を持続的に改善していくことに役立つと思います。 

 

  



 

 

○年齢：８０代 

○性別：男性 

○職業：無職 

○都道府県：石川県 

○御意見及びその理由：「放射性汚染物質」の処理（別紙） 

 






















































